








































 

I 緒言 

 昭和 46 年厚生省「重症心身障害児の早期発見に関する研究」班が発足してか

ら 6年が経過しようとしている。その間茨城県においては,昭和 47 年度から班

員の沢田が「地域における母子保健管理システム」について研究に参画し,昭和

49 年度からは県衛生部保健予防課長が分担研究者となって県レベルの取りく

みを開始した。即ち県における研究推進母体として保健所・母性保護医協会・

県保健予防課並びに県立中央病院小児科産科より成る「茨城県重症心身障害児

研究班」を組織して研究活動をすすめた。 


